
 
中小企業信用保険法第２条第５項第４号の規定に基づく認定について 

 
 

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するた
めの措置です。 

 

＜ 認定の要件 ＞ 
・ 申請者が、法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域に

おいて1年間以上継続して事業を行っている中小企業者。  
・ 法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起

因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の
売上高又は販売数量（建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上
高等」という。）が前年同月に比して20％以上減少しており、かつ、その後2か月
間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20％以上減少することが見込ま
れる中小企業者。 

 

 ※菰野町で認定できるのは、町内に事業所の登記がある法人、町内に住所及び事業
所のある個人事業主です。 

 

＜ 売上高の確認・必要書類 ＞ 
・ 売上高確認のため、申請書・添付書類とともに下記必要書類をご提出ください。 

 
必要書類  

 法人 個人  
１ ○ ○ 認定申請書２通（添付書類も２通提出） 
２ 〇 〇 売上高確認票 
３ ○  商業登記簿謄本の写し（３か月以内発行のもの） 
４  ○ 確定申告書の写し 
５ ○ ○ 許認可証の写し（許認可が必要な業種についてのみ） 

６ ○ ○ 
災害等の発生における最近１か月の売上高と前年同期の
売上高がわかる書類（試算表や売上台帳など） 

７ ○  決算書等の写し（※必要に応じて） 
８ ○ ○ 委任状（金融機関等による代理申請の場合・任意書式） 

 
 

＜裏面に留意事項の記載があります＞ 
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＜ 留意事項 ＞   
・認定申請書には実印を押印してください。 

 ・認定書の有効期間は３０日間になります。有効期間を経過しますと再度申請をしていただ
くことになりますのでご注意ください（申請方法はお問い合わせください）。 

 ・認定を受けた後、認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、 
  経営安定保証関連の申し込みを行うことが必要です。 
 

受付：菰野町 観光産業課 観光商工推進室  電話３９１−１１２９ 


